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廃棄物減量等推進審議会会議 会議結果 

会 議 名 第１０回木津川市廃棄物減量等推進審議会 

日 時 平成２８年５月１８日（水）午後２時００分から 場 所 木津川市役所４階４－３会議室 

出 席 者 

委 員 

■…出席 

□…欠席 

■郡嶌委員（会長）、■浅利委員（副会長）、■橋本委員 

■石﨑委員、■宗形委員、■山田委員、■木村委員、■立花委員、 

■中岡(暉)委員、■中島委員、■水野委員、□山本(忠)委員、■新井委員、 

■近原委員、■中岡(宏)委員、■福島委員、□森委員、■山本(孝)委員 

その他 

出席者 
傍聴人：２人 

庶 務 

市民部 滋井部長、金森次長 

まち美化推進課 竹田主幹、田中主事 

クリーンセンター建設推進室 山本室長 

議  題 

 

１  開 会 

 

２  会長あいさつ 

 

３  報 告 

(1)第 9 回廃棄物減量等推進審議会会議結果について 

(2)「更なる家庭系ごみ減量を促進するための検討方針について（案）」の意

見募集結果について 

  (3)木津川市ごみ処理の現状と課題 

  (4)家庭系ごみ処理の有料化の効果と必要性 

 

４  議 事 

  (1)家庭系ごみ処理有料化の仕組みの検討 

 

５  その他 

次回審議会の開催日程について 

平成２８年７月１９日（火）午後１４時００分から 

木津川市役所 

 

６  閉 会 

 

No.1 平成 28 年 7 月 19 日 

廃棄物減量等推進審議会 
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会議経過 事 務 局 

（進行） 
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委 員 

 

会 長 

事務局挨拶省略 

（新委員紹介） 

（事務局紹介） 

（進行説明） 

 

皆さんこんにちは。 

市民部長からのご挨拶にもありましたように、いよいよ更なる減量化に向け

ての答申の中で、前回中間答申等を皆様方と一緒に取りまとめました。それを

市民にパブリックコメントをいただくという形で、あとでご報告をいただきま

すけれども、ちょっとご意見いただく数が少ないように思いますけれども、取

り立てて我々が今から検討していきます有料化につきましては、反対もない、

まあ反対が全く無かった訳ではございませんけど、基本的な方向性については

中間報告においてもご了解をいただいたものという風に考えております。した

がって、今後更なるという形の中で、とりわけ有効な手段の一つと言われる有

料化について、議論を進めていきたい。そのために今回、橋本先生にご意見を

いただき、なおかつ知識を披歴していただきながら考えていきたいと思います。 

ただ、考える際に、基本的にかなり具体的な形で有料化の案を出してしまい

ますと、どうしても市が実行する場合に、果たして実効性が可能なのかどうか、

有料化の案について委員会はこういう形で答申してるのに、市がやっているの

は違うのではないかというような形になる。それはある意味では実施の段階に

おいて変更性のあるものも出てくる。また有料化そのものも、全て上手くいく

ような感じは、まずあり得ない。当然のことながら京都市でも、前にヒアリン

グされたと思いますけども、実施の過程あるいは案を検討する中で、少しずつ

意見を、具体的な案を変えてきております。例えば、お年寄りの家庭について

はごみの量が少ない。それを処分するためには、袋があまりにも大きすぎる。

したがって小さな袋を作ったらどうかという形で改正したりと、様々な改正を

途中でやっていくというようなことも出てまいりますし、今からの高齢化とい

うようなことを考えていくと、オムツが出てくる可能性というのが非常に多い

わけです。そうすると、そういうものに対して有料化の中で取った方がいいの

か、ある程度そういう人たちに対して配慮すべきではないかというようなこと

も、少し京都市の中で変わりました。そういう形の前例として、いろいろ市の

方から参考意見を載せていただいています。したがってそういう参考意見を参

照しながら、こういう風にやるべきじゃないかというような形のご意見をいた

だいて、それを勘案しながら市の方に具体的な案を考えていただいて、最終答

申の前に提示していただき、それが我々の考えた基本的な方針と齟齬がないか

どうか、そういうことを考えながら検討していきたいと思いますので、皆様方

のご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、早速でございますけども、議事の方に入りたいと思います。次第

に沿って始める前に２つお願いがございます。一つは、審議会の運営の内規の

第５条の規定に基づきまして、私の方から議事録の署名委員を指名するという

ことになっております。今回は新井委員にお願いしたいと思いますので、よろ

しくご協力の方お願いしたいと思います。二番目は、本日の審議でございます

けれども、これは原則公開としておりますので、公開でよろしいでしょうか。 

それから、今回橋本先生に委員になっていただきましたけれども、副会長の

方も併せて、浅利委員と一緒にご協力いただきたいということで、橋本委員を

副会長に推薦したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

はい。そしたら、よろしくお願いをしたいと思います。 



3 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

会 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

会 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

委 員 

 

事務局説明省略 

（№１：第９回廃棄物減量等推進審議会会議結果について） 

（№２：「更なる家庭系ごみ減量を促進するための検討方針について（案）」

の意見募集結果について） 

 

今までのところでご質問等ございましたら、よろしくお願いします。 

 

パブリックコメントでいろいろご意見を頂く訳ですけれども、実際フタを開

けてみると３名様ということで、恐らく多くはないと思ってましたけれども、

木津川市さんでも「この程度かな」という想定ぐらいでしょうか。何となく、

ちょっと寂しいような気がしまして、ある意味ではもう少し何かこれに対する

ご意見を。数的にもやはり若干偏りがあるのかという感じがありますので、こ

れはこの後二度目の確認をされるご予定というのはございますでしょうか。 

 

今回のパブリックコメントの結果ですが、実際に他課の方でもいろんなパブ

コメをしております。その中でも、市民さんの関心があるところとないところ

で、数の違いもあります。 

今回、このごみの問題につきましても、我々ももう少しあるのかなという思

いもありましたけれども、実際１ヶ月間開催しまして、広報でもホームページ

でもその旨をお知らせさせていただきましたけれども、やや少ない気もします。

また今後、結果につきましては、ホームページにも掲載しますし、広報等でも

パブコメについて又はごみの減量施策を広報していきながら、皆さんには周知

を図っていくような努力をしていきたいと考えております。 

 

ありがとうございます。 

 

他の委員会でのパブリックコメントについては、平均どのくらいご意見いた

だいているか分かりませんか。 

 

０件というパブリックコメントの内容もございますし、１０人以上の方から

色んなご意見をいただくこともあります。ですから、パブリックコメントに出

した内容によりまして、幅が大変広うございます。 

 

そういう意味から言うと、パブリックコメントそのものがなかなか、募集し

ているということが市民にとって分かりにくい。だから、他の方法とか出来る

だけ市民の意見が出るような方法を検討するということは、何か。行政の問題

だと思いますので、ちょっとそこら辺を工夫しないと、せっかくのパブリック

コメントの制度自身が上手く活かされてないような気がします。 

 

事前アナウンスといたしまして、広報にも載せさせていただいて、なおかつ

パソコンで見れるようにホームページで閲覧できると、一応二重の段階を踏ま

せていただいて、このパブリックコメントの条例というのもありまして、それ

に乗っ取った形で木津川市はやらせていただいています。他の自治体は条例じ

ゃなくて要綱止まりでやっているんですが、市の場合は条例という形まで、き

っちり引き上げて、制度的には確立したものだと思います。 

 

それ故にですね。むしろ要綱の方が多く意見が出てたということになったら、

何たる条例だということになりますので。 

 

その件で、先ほど良いことを言って下さいました。３名、少ないですね。条
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例があるか知りませんけど。役員が３月・４月に変わられていますけど、地域

町会とか行政でお世話になっている団体、それからごみ減量推進委員会くるっ

とさん、そういうところにこういうような意見がパブリックコメントで求めら

れるということを、インターネットや広報だけと違って、そういった口コミ、

直に説明してもらったら、ましてごみの問題、日常的な問題ですから、そうい

うようなことをしないと、これから有料化ということで決まっていっても、金

払ったらいいねんだけで済んでしまったら全然あきませんので、やっぱり循環

型社会を求めるということで、この辺の定義をしていかないといけないんです

ね。一度工夫をお願いしたいと思います。 

 

まさしく今おっしゃっていただいた通りだと思いますし、我々といたしまし

ても方針が決まりましたら、長い時間をかけて事前アナウンスというのは必要

だという風に思っておりますので、今のご意見は大切にしていきたいと思いま

す。 

 

まず、この３名の方の年代別・男女別、この辺をちょっとお願いしたいとい

うこと。それと、やはり環境学習どうのこうのということでここにもいろいろ

出ているんですが、もう少し、下にパブリックコメントの階層を、いわゆる小・

中あるいは高校生、南陽とか木津高とかありますので、その辺にやはり環境に

非常に関心を持っている方がおられるようですので、その辺をターゲットにし

たようなことも、一つ今後できる機会がありましたら、その辺をお願いしたい

なと思っております。以上です。 

 

今後の課題として、パブリックコメント、あるいは市民がどういう風に考え

ているかというようなことは、今後の行政の施策にとって重要な意味を持って

きます。ましてや有料化というのは、先ほどおっしゃったように、かなり市が

頑張らないと、市民に対する理解というのはなかなかできない、してもらえな

いというのがありますので、そこのところの風通しの良さを是非とも工夫して

いただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

パブリックコメントをいただいた３名の方ですが、性別と年代、性別はお二

人が女性、男性がお一人です。年代につきましては、意見書の中に生年月日等

は書いておりませんので、年代は分かりません。 

 

生年月日はいらないにしても、２０代、３０代、４０代と、そういう形の分

け方は必要かも知れません。 

他にございますでしょうか。なければ、３番目の木津川市のごみ処理の現状

と課題についてご報告をお願いしたいと思います。 

 

事務局説明省略 

（№３：木津川市ごみ処理の現状と課題） 

 

これにつきまして、ご意見等いただけたらと思います。組成分析については、

後で浅利委員や橋本委員の方からご意見いただきたいと思います。皆さんいか

がでしょうか。 

 

４ページ目、今後この資料をどう使っていくかということにもよると思いま

すけども、これまでの取組状況というタイトルの中での整理だったんですけれ

ども、表を見ますと途中からほとんど今年度の予算という形になっておりまし

て、どういう風に整理するのがいいのかなと。色んな読み方ができるので、少

し整理が必要かなという風に感じました。その中で、真ん中辺りに京都大学農
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場との連携事業というのがございまして、これだけかなり桁違いで、１，７０

０万というような形の事業が入っているんですけれども、是非概要と言います

か、ちょっと違う位置づけなのかなというような気もしますので、教えていた

だけたらなと思います。 

あと、先ほど会長の方からも今後のことを考えると、おしめとかそういうの

も出てきますよというような話もありましたが、京都で去年、京都の市民がメ

インで作っている、郡嶌先生も色々活躍されておりました、ごみ減量推進会議

というところで、特に高齢者の方をターゲットに、いわゆる「終活」を意識し

た整理整頓、残された時間をスッキリ過ごしていくためのセミナーみたいなこ

とをしますと、すごい大人気で、追加で開催したようなこともございまして、

生ごみ処理などの色んな講習会ももちろん重要なんですけども、それと併せて

でも結構ですので、今のニーズに応じたようなことも検討の余地があるかなと

思いました。 

 

いくつかご質問があったと思いますけども、そこを事務局、分かる範囲内で

お願いします。 

 

１点目に京大農場との連携事業ということでご質問いただきました。見込み

ということで、まだ予算立てができているという状況ではないんですが、京大

農場が５月に正式に開校されるということで、これから設備も整えていただき

まして、そして学校の利活用も進めていく。その中で、地域貢献もしていこう

というご意向もございまして、この審議会でもご意見をいただきました、研究

所との連携・コラボレーションということで、京都大学様の方にそういった提

案書というのを託しておりまして、具体の協議が進んでいるわけではございま

せん。金額的なところにつきましては、モデル地区を作って、指定をいたしま

して、そこから出るいわゆる生ごみを農場の堆肥として活用できないだろうか

というのが簡単なポイントになるわけですが、予算につきましては、当然それ

を集めるための費用というのが嵩んできますので、いわゆる収集運搬費用とい

うのがこれぐらい必要になるのではないかという試算をしたというところでご

ざいます。以上です。 

 

生ごみを分別されるという実験を木津川市としてやられるということです

ね。 

 

そういったことをこれからまさに地域の皆様と一緒になって考えていかない

と、できないことだと考えております。 

 

これがまとまりましたら、ある程度この審議会の中でもご報告いただけます

ね。 

 

はい。 

 

はい、ありがとうございます。 

 

今の４ページ、給食センターの厨芥削減対策ということで、取組みをされる

ということなんですけども。これ、どちらの方でされるのかなということで、

臭いとかの対応はできるのかなと思うんですけども、その辺が分かればお願い

したいと思います。 

それから、私の地域でもそうなんですけども、今、ごみを見てますと、容器

包装ですね、最近は生ごみと分別ができてないような状態が非常に多く見られ

て、カラスや小動物が食い漁っているということが多く見受けられます。付近
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の方につきましても、臭い問題で困っておられるということであるんですけど

も、非常にきれいに洗って容器を出しておられるところもございますので、そ

の辺を行政として把握されているかどうか。先ほどのごみの量の問題ですが、

地域ごとに、例えば加茂地域とか、加茂地域でも南加茂台団地とかそういった

団地系統といわゆる旧村とのごみの量あるいは質等について、分かれば概略で

もお願いしたいと思います。以上です。 

 

まず１点目なんですが、給食センターの厨芥ごみを具体的にどうするのかと

いうご質問だったと思います。現在、いわゆるそういう中間処理施設に対しま

して入札中でございまして、場所は決まっておりませんが、具体的には生ごみ

を堆肥化して、農場等で再利用するというようなことでございます。 

そして、リサイクル法の関係なんですが、よくお問い合わせがあって、現場

の方にもよく行くわけですけれども、カラスとか最近非常に多くなってきたと

いうことで、収集時間というのは必ず同じ時間には収集できません。季節によ

ってはカラスが多く寄ってきて、突いてちりぢりに散らかすということも、実

は最近意外と多くなってきているのも事実であります。そういったところに

我々も行きまして収集作業をしたりもするんですが、やはり分別が悪いところ

にカラスがやってくるのも事実です。これは実体験で私も確認いたしておりま

すので、そういったことも含めて地域の方には、きれいな分別の所にはカラス

も来ませんよとも申し上げておりますし、こういったことはやはり広く伝えて

いくべきだと考えているところであります。 

そして３点目の地域別、旧市街地あるいは新興地あるいは農村地帯というよ

うな地域別のごみ排出量というのは、現在統計持ち寄っておりませんので、お

答えすることはできません。以上です。 

 

他にございますでしょうか。 

 

同じく４ページの事業予算のところ、この中でちょっとお尋ね申し上げたい

のが１点ございまして、下から６番目の古紙回収団体補助金ということで、昨

年度１，７００万ですか、入っております。今年、２８年度は逆に少し２３０

万ほど減らしています。２６年度から比べると５００万ほどアップということ

ですが、この３年間の間に何かこの補助金の大きな変化と言いますか、行政的

な動きが何かあったのでしょうか。 

逆にそれから２つ上のエコ生活応援補助金というのは、今年は４００万プラ

スされています。この辺りも含めたトータル的なバランスを取られたのかどう

か、その辺りを教えていただきたいのですが。 

 

まず１点目の古紙回収補助金の予算の関係でありますが、その下の行は実績

額ということで、１，３００万円なり１，２００万円と書いております。数年

前、この数年前というのはいつからかちょっと確認はとれないんですけれども、

かなり以前から古紙回収については積極的に進めていこうということで、各地

域の方にもお願いをし、進めてきたところでございまして。この１，７８０万

円の予算を目標として、これまでやってきたところでありますが、実際には、

平成２６年代ですと、結果４００万円ほどの予算を流してしまうという結果が

ここ数年続いてきたわけであります。これは決して取組みに手を抜いていると

いうことではなくて、実際に古紙の流通量というのも減ってきているという全

国的な流れというのもございます。そういった中で、予算と実績との乖離の幅

が大きくなってきたというところもございまして、平成２８年度のつきまして

は、これは本意ではないんですけれども、約２４０万円の予算を少なくさせて

いただいたというところでございます。 

そして、エコ生活の補助金の関係につきましては、これは生ごみ処理容器と
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併せて雨水タンクの容器の補助をしているところでございまして、平成２７年

度から京都府からも補助金を出すよということになってございまして、これま

で２万円上限の２分の１を木津川市から補助しますよという制度だったのです

が、昨年度から３万円上限の４分の３を補助しますよという制度になりました。

そういったことで予算が上がったというところでございます。以上です。 

 

ありがとうございました。 

 

他にございますでしょうか。 

 

我々は、ごみの削減について色々とここで議論したりしているんですけれど

も。私自身、家でもって、平成２１年度から電気、ガス、水道、灯油、ガソリ

ン、それから可燃物いわゆる燃えるごみですね、これの目方をずっと量ってい

たんですけど、不思議とこれ記録するだけでずっと数字が徐々に落ちてきてい

るんです。ということは、可燃物が減ると電気の方も減ってきている、他のエ

ネルギーも減ってきているんです。自分自身で、あとから振り返ってみて、こ

うやって長くつけて良かったなと思っているんですけども、こういう形の記録

とかそういうものについて、これから子供たちがあともう数ヶ月したら夏休み

になりますから、広報かなんかの中にそういう表とかそういうのを折り込んで、

各家庭で付けたらどうですかと。そういうのを実際にやってみて、やらしたら、

きっと面白い効果が出るんじゃないかなと思います。提案ですけど。 

 

それは重要なことで、市の広報なんかでそういう市民が取り組んでいる色ん

な活動について紹介するという欄なんかはないんですか。専ら行政がやってい

ることについてお知らせをするというだけの話なんですか。 

是非ともそういう面では、こういう風なやり方もこういう形もありますよと

いうことで、皆さんやってみませんかと、そのサンプルは広報の中に一つ入れ

てますけれども、継続的にやられる方は市役所なり支所なりに取りに来る形で

やってください、というような形でされるか。 

もう一つは、以前から課題になっているリサイクル研修ステーションなんか

で一つのプログラムとして、絶えず環境を変えていく家計簿という形になるの

か、どういう形のなるのか分かりませんが、そういう形のプログラムを是非と

も立ち上げられて、改善をしながらこれだけ達成しましたという形のプログラ

ムとして、そういう形の中で是非とも頑張ろうという形の、会社だったら当た

り前ですよね、そういう形のグラフ化していって、誰が一生懸命頑張っている

という形でするなり、あるいは研修ステーションの中でそういう形のプログラ

ムとして応募して、表彰していくというようなことでやれば、エコライフを実

践した活動表彰というような形でやっていけば、もっと研修ステーションも活

用できますし、最終的にはごみが減ってくると。一人一人の努力が報われるよ

うな形にしていくためにも、是非ともこのようなプログラムというのは重要な

ことだと思いますので、一回検討していただいて、場合によっては報告書の中

にそういうのも入れるというのはどうなんでしょうかね。今、○○さんの取り

組まれている資料につきまして、回させていただきますので、皆さん見ていた

だきたいと思います。 

他にございますでしょうか。 

 

広報のことで、前から思っているんですけど、広報の裏の方にごみの分別の

出し方、ＡＢＣＤ…と分けて書いてあるんですけども、皆さん、年寄りの人な

んかかなり見にくいらしいんですよ。だから、もうちょっとページ数を１枚多

くするとか、そらお金が高くつくのかも知れませんけれども、年寄りの人はな

かなかそれを理解してするのが難しいということで。更に、今まで放送で明日
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は何の日と言うてくれたはったんですよ。それが今年の４月からその放送がな

くなりまして、それで更に今まで言うてはった通りに出してはった人が、その

地図を見て理解するのがなかなか難しいということで、困ってはる人が多いん

ですよ。そういう意味で、書いてくれてはる出し方のは、我々でもじっと見て

考えてＡかＢか調べて、出す日を４回ぐらいに分けて１年間のを書いてくれて

はるんですけどね、なかなか黒板に、それを見て明日は何と書いておかないと

間違いやすいんです。どうしてもごみが溜まってくるでしょ。そうしたらある

意味ごみばっかり溜まって、お金は貯まらない。ごみは出す日に出さなかった

とか、色々苦情が出てくるんですよ。そういう意味で、ちょっと書くのを考え

ていただければ、ありがたいなと思っているんです。放送がなくなって更に困

っておられるお年寄りが多いらしいです。以上でございます。 

 

ありがとうございます。是非とも検討の方、分かりやすく、そして理解しや

すく、見やすくという形の広報としての改善の余地があるかどうかの検討をお

願いしたいと思います。 

他にございますでしょうか。 

 

ごみ処理経費なんですが、この中には今、可燃ごみと不燃ごみということで

書いていただいているんですけれども、資源ごみというのは、この中には含ま

れているのでしょうか。 

 

資料の３ページのところにあると思うんですけれども、資源ごみというのは、

この不燃ごみの中に含まれた状況で書かせていただいています。 

 

回収されている古紙類や紙パックも不燃ごみの中に資源ごみとして含まれて

いるんですか。 

 

資源ごみに含まれているんですが、ただ古紙類というのは集団回収している

ところもございますので、これにつきましてはここの数字には入っておりませ

ん。 

 

行政回収しているものは、入っているということですね。 

 

そうです。 

 

集団回収の分の量については、量的には把握されているのですか、それとも

把握してないから入れてないのですか。こちら補助金が出てると思いますので。 

 

古紙の集団回収ですね。集団回収している分につきましても、もちろん量は

把握していますけれども、ここの処理の経費には含まれておりません。 

 

補助金としては経費で出しているんじゃないの。 

 

こちらの処分費には入っていない状況です。 

 

関連してですが、左のページの不燃ごみの原単位というのも、これ資源ごみ

が入っての原単位ですか。 

 

図表２の方ですね。こちらの方につきましても、家庭系ごみ、事業系ごみ、

古紙集団回収という風に３つにくくってグラフの方を表示させていただきまし

て、古紙集団回収はまた別枠ということで計上しております。 
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不燃ごみの原単位というのは、これは資源ごみを含んだ原単位ということで

すか。 

 

原単位には資源ごみは含んでおります。ただ、集団回収は入っておりません。 

 

この後、有料化の議論をする際、家庭ごみの中に入っている再資源化可能な

ごみは、資源ごみとして回収されるということになると思いますので、そこら

辺のデータをちょっと詳しめに整理されているといいんじゃないかなと思いま

す。 

 

もう一つ言いますと、費用と減量効果というのが一番重要な話なんです。つ

まり、どれだけの費用をかけて、どれだけの減量があったあるいは効果がなか

ったという。そういう施策の評価をしていく上においては、そういう形が見え

るような形にしていただかないと、どういう対策を取ったけど、これだけお金

をかけてます、それについてどれだけのごみが減りましたという形の中で、お

金をかけた効果があるのかどうか、前後のデータを調べている中では、なかな

か市民に分かりにくいところがありますので。やはり、そういう面から言うと、

今どういうごみが増えていて、そしてそれに対してどういう対策を取って、ど

れだけお金をかけて、どれくらい減らしているかと、そういう形が見えるよう

にしていかないと、将来有料化をしていく中でその効果も見えなくなってきま

すので。有料化にしてお金を取ればいいという話ではなくて、明らかにごみが

減りますよという形を皆様方に実感してもらうためには、そういうまとめ方と

いうのはやはりまた必要になってくると思いますので、その辺も橋本先生がお

っしゃるようにもう少しより詳しい形での、まとめるという形よりむしろ詳し

くその辺を分かりやすく出していただくということが重要だろうと思います。 

まさにここに書かれています課題というのが抽出されていますので、こうい

う形を見るのが重要なので、こういう形でのまとめ方というのが必要になって

くるのではないかという気がします。 

 

この後、また資料№６でごみの組成調査の結果の議論があると思うんですが、

間に合わないかもしれないので、先に発言させていただきます。 

今の資料で７ページのところに結果の概要を示していただいております。後

ろの方にはさらに詳しいのが入っているんですけれども、７ページの上の方が

今回の実施の結果で、重さで見た時の燃やすごみの内訳と、その中でも色のつ

いている部分が資源化できるものですよというようなグラフになっております

が、まず見ていただくと、厨芥類という黄色の部分がかなり多く４５％くらい

ということで、資源化できないものの中には基本的にこの厨芥類は入っていな

いので、重さで見た時のごみの４割以上が厨芥類ということなんですが、前回

よりは若干減っているのですが、他都市に比べると１割ぐらいは多いかなとい

うような割合にはなっています。あと、排出原単位もものすごく少ないという

わけではないので、やはり他都市に比べても生ごみが結構多いなという印象で

す。ただ、これが絶対に悪いというわけではなくて、この中身が問題だと思う

んですけれども、残念ながら調査の中では、どういう生ごみがどういう風に出

てるかということが分かるような分類にはなっていなかったので、依頼として

は、今後ここの中身が分かるような調査をされる時は、それをした方がいいな

と思いました。唯一、いわゆる開封もしていない手つかず食品と言われている

ものは丁寧に調べていただいているんですけれども、それはごみ全体の５％ぐ

らいということで、それは他の都市と比べても平均的な値となっています。た

だ、もう一歩進んで、いわゆる調理の過程で出てきてしまう致し方ない調理屑

的なものなのか、もしくは食べられるのだけれども食べ残してたり、食べられ
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るはずなんだけれども捨ててしまっている、いわゆる可食部といいますか、そ

ういうものなのかということは見極める必要があるのかなと思っておりますの

で、そこは先ほどの減量の可能性という意味では、市民の方に協力していただ

く必要がありますけれども、個々の取組みが数字になって表れやすい部分です

ので、そこは分かるように今後していかれてもいいのかなと。先週末にありま

したＧ７サミット・志摩のサミットに先立って環境大臣会合があって、そこで

食品ロスの半減というのは一応合意に達していますので、そういういわゆる食

品ロスというのはこれからどう定義していくかということもしっかり議論され

ることになると思いますけれども、その視点が絶対いるのかなと。特に木津川

市は、相当生ごみが多いですので、ここは丁寧に見ていって、施策を立てる必

要があるのかなと思いますので、ちょっと念頭に置いて議論いただけたらなと

思います。 

 

ありがとうございます。 

これはまた有料化にしていく中でこんな基準にしなきゃいけないということ

になりますので、今後の議論に使っていく資料として皆様方の中で把握してお

いていただけたらと思います。 

 

ただ今、浅利先生の方からご助言いただきましたことについて、今後の取組

みの中でどういう形でしていくのかという整理も必要なので、ちょっと確認さ

せていただきたいんですけれども。資料№６の報告書なんですけれども、そち

らの方の後ろのページに資料１ということでＡ３の一覧表がついています。こ

の中の資料１のごみ組成調査の結果（その１）のところなんですけども、番号

が打っていないんで分かり辛いんですけれども、下から２つ目が厨芥類という

ことの分類を入れております。この中で、手を付けていない食品と一般厨芥類

ということで分けているんですけれども、手を付けていない食品の中には消費

期限を超えているもの、消費期限が来ていないもの、不明なもの、それと野菜・

果物等の生鮮ということで入れています。先生が今おっしゃっていただきまし

た一般厨芥類を更に分類をして、調理屑と食べ残しを分けるような形でのもの

をした方がいいのではないかというご指摘ということでよろしいでしょうか。 

分別については、京都市さんの方はされているようにはお聞きしているので

すが、なかなかそこまで調理屑と食べ残しというのを分別するのはなかなか難

しいかなということで、一般厨芥類のみで区分しておりますけれども、今後ま

た参考にはさせていただきたいと思いますけれども、とりあえず以前『もった

いないプラン』を作った時の区分に基づいてさせていただいているということ

ですので、今後可能な限り細かくしていきたいと思っております。以上です。 

 

京都市はいわゆる３Ｒの中でも２Ｒの方向へ入ってきていますので、減量化

する、そうするとどうしてもどこからごみが出てきたか、同じ消費段階でも、

食べたところなのか、調理する段階なのか、小売りした段階なのか、そういう

形の段階ごとにそれぞれ減量化を進めていくということで、かなり細かいこと

をやり始めてますので、なかなか一気には２Ｒそれから対策の形での計画とい

うのは、恐らく今回の我々の講習の後の議論の中で、更なる更なるになるのか

も知れませんが、再三鋭意減量化をしていく中で、考えていかなくてはならな

い、その準備としても今の浅利先生のご意見も参考にしていただけたらと思い

ます。 

 

それと先ほどの京都市さんのように飲食店とか沢山お店がある所でしたら、

調理屑と食べ残しというのを多く分けられるのも分からなくもないんですけれ

ども、木津川市とかは食料のそういう外食産業が大きくありませんので、細か

く分けれるかどうかちょっと心配なところがありますけれども、それは見た目



11 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で分かるものなんですか。 

 

京都市も事業系のものとはまた別にやっています。家庭系の話なんですけれ

ども。もちろん全量やるのではなくて、いわゆる四分法という形で平均的にサ

ンプルを取って、その平均的なものに関して分けると。ただ今後、その食品ロ

ス削減というのが国の方でも相当進めていくでしょうから、そこの基準とか判

断基準とかに関しては、もう少し議論が進むと思いますので、ある程度誰がや

っても判断がつくような見分け方は決められることになると思います。ただ、

大体は分かります。 

そういう意味では可食部の判断の仕方というのは国によっても違うんです。

パンの耳をどう見るかとか、果物の皮はどう見るかとかで、海外の人だとリン

ゴは皮ごと種ごと食べるのが当たり前だったら、全部それは可食部になるわけ

で、日本の場合はもちろん剥く人も多いから、そういう文化による違いもある

んですけれども、常識に基づいて判断していくような形だと思います。 

 

ありがとうございます。 

ある意味では学術的な研究と実際のごみを減らすという形が、少し定義が違

ってきまして、それほどの厳密さが求められるかどうかということもあります

けれども、基本的にはそういう面から言うと、皆の了解の基に、そういう調査

というのは可能だと思いますので、是非とも努力をしていただけたらと思いま

す。 

他にございますでしょうか。なければ、次の問題に入りたいと思います。 

次の報告は『家庭系のごみ処理の有料化の効果と必要性』ということになり

ます。これは再度確認ということで、その後、どういう方向で我々が有料化を

進めてくかという形の議論をしていかなければなりません。まずはそういう面

で確認のための報告という形でお願いをしたいと思います。 

 

事務局説明省略 

（№４：家庭系ごみ処理の有料化の効果と必要性） 

 

今までの議論の中で、施策として有料化を考えるかどうか、その中で京都市

の視察を踏まえた上で有料化をやはり検討すべきだという中で、メリットを訴

えていくという形で４つの視点、それから考えるものとして不法投棄の問題と

いうのを皆様方には指摘をしていただいております。不法投棄と言いましても、

いわゆる山野へ有料化されたために捨てるという形もありますけれども、もう

一つ可能性としてありますのは、この近隣の地域において木津川市だけが有料

化してしまうと、有料化してないところへごみが動いていく。例えば、通勤を

する時に、これは京都市でも起こった例なんですけれども、公園の籠の中とか

鉄道に乗る駅のごみ箱の中に、通勤の時にごみを捨てていってという形でやる

というような、別の形での不法投棄というのが出てきますので、そういうもの

もある程度考慮しておかないと、山野だけをパトロールして不法投棄について

問題が解決するというわけではないので、新たにそういう問題も不法投棄の問

題として、どう考えるかという形も考えていかなきゃいけないですね。 

２つ目に、こういう効果を考えていく時に、これは一般的に言われてるもの

を確認するという形になっていますけど、木津川市の減量の中で有料化にある

いは有料化に係わる形での視点というのがあるのではないかという気がしま

す。一つは、新しいごみ処理場ができるわけで、しかもそのごみ処理場につい

て環境配慮はなされていますが、ごみ処理場があるということだけでも、ある

意味では近隣の住民の人たちは環境負担を精神的に被られるということも考え

られます。そういう意味から言うと、市民全体がそういう近隣の人たちにでき

ることは、やはりごみを減らすことなんです。そういう形の中で、ごみ処理場
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ができたからごみを出すのではなくて、それを減らすという形で住民も協力が

できることによって、彼らの精神的な負担を減らすことができるという効果も

一つあるんではないかという気がします。 

３つ目には、木津川市で前から問題になっている、木津川市に市として統合

されていく中で、まだ全体としてはごみの分別がすべて統一されていない。そ

ういう面から言うと、有料化を通じることを契機にして、形を統一をするとい

うメリットもあるのではないかと。全市に共通の形でのごみ処理のシステムを

導入するということが木津川市としては一般的にここで指摘されている以外に

もあるのではないかという気がしますので、その点についても皆さん方のご意

見をいただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

特に不法投棄の問題で、ここは近鉄もＪＲも両方ありますね。ですから、そ

ういうところでのごみ箱の撤去なり、あるいは公園なんかも結構捨てられます。

特に自動車通勤の場合には、隣の市にごみが流出したりというのもありますの

で、木津川にとってはごみが減ることになりますけれども、他の所にとっては

苦情になりますので、その点もどう考えるかということも皆さん方のご意見い

ただければと思います。 

 

１点だけ良いですか。基本的には郡嶌先生にもう十分整理いただいたと思っ

ているんですけれども、１ページ目のところ、細かな話なんですけれども、一

番上に経済的インセンティブによる排出抑制効果ということで、これを狙って

やるということになると思うんですけれども、並び的には最初に市民の意識改

革を持っていっても良いのかなという気がいたします。先ほどのパブリックコ

メントの話や、高齢者には分かりにくいというような話もありましたが、これ

はもう全ての方にしっかり働きかけないと成立、効果も上がらないし、上手く

回らないというようなことですので、まずはこれがあって、その影響で経済的

インセンティブもあるしというような形になるのかなという気もしますので、

そこを検討いただきたいなということ。 

それと、負担の公平性のところ、もうこのままなんですけれども、ただちょ

っと書き振りは工夫した方がいいのかなと、減量を努力しているけど、やはり

いろんな事情で出てしまうような事情を持たれた方もおられるかも知れません

ので、減量の努力をせず、しなかったら絶対悪い人というようなだけに取られ

ないように、ちょっと気を遣った方がいいのかなと気がしました。言いたいこ

とは、まさにこの通りなんですけれども、ちょっと工夫が必要かと思います。 

 

有料化していく中で、何を有料化のメリットとして掲げていくかという中で

のご注意だと思います。特に負担の公平性ということについては、先ほども出

てますように、高齢者であるとか、色んな形で、特に年金生活者にも負担をい

ただくということで、ある意味では逆進的になる可能性があります。したがっ

て、必ずしも公平とは言えない可能性もあるわけです。他の面から言うと。し

たがって、ちょっと書き振りには少し注意が必要たと思います。紙おむつなん

かは、まさにそういう典型になってくるだろうと思いますので、ここのところ

少し工夫の余地があると思います。 

そうしたら、そういう形で一応有料化を検討するという形の話は済みました

ので、より具体的にそれを木津川市の中でこういう視点に立ちながら、有効な

有料化を進めていくために、どういう形で仕組みを検討していったらいいか、

その基本的な考え方についてのご議論をいただきたいと思います。これはまと

めて、こうしろ、ああしろという形でまとめるのではなくて、大体皆様方のご

意見を聞きながら、先ほど言ったような色々な木津川市の状況であるとか、一

般的な状況を見ながら、木津川市に最もふさわしい有料化のあり方の案につい

ては行政の方から最終的に案を掲示していただくという形でやりたいと思いま

すので、そういう形でどういう仕組みとしてやっていただきたいかと、やっぱ
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り高齢者に対しての負担が多いところはやっぱり減免措置を考えるべきだと

か、そういうご意見になると思いますが、是非ともよろしくお願いしたいと思

います。 

それでは、その仕組みを考えていく上でいくつかの参考資料を含めて出して

いただいてますので、その中で少しご説明をしていただいて、それからいたし

ましょうか。 

 

事務局説明省略 

（№５：家庭系ごみ処理有料化の仕組みの検討 

 

ありがとうございます。そうしたら、皆様方の色々な考え方があると思いま

すので、色々なご意見をいただきたいと思います。 

一つだけ、この資料の中で間違いがございまして、資料№５の２ページの手

数料の料金体系のところですけれども、単純比例制と書かれてますけれども、

通常こういう比例をさせるためにはグラム数を量らなくちゃいけないですね。

排出量いくらについてとか。そうすれば比例になりましても、基本的には比例

をしてなくて、一袋いくらですから、何リットルまでいくら、何リットルにな

ると急に上がって、次の段階になりますので、単純な比例制ではない。むしろ、

これは段階制と言いますか、例えば１リットル袋まではいくら、１リットルを

超えて２リットルまではいくらという風にですね。そういう面から言うと、段

階的なものになりますので、そこのところだけ理解をしていただいて、一応市

としてはこういう方向が良いんじゃないかということも示されてますけれど

も、これに関わらず、やっぱり他のところも勘案をすると、是非とも木津川は

これが良いんじゃないかという形のご意見をいただければと思います。 

ただ、注意していただきたいのは、前も言いましたように、京都府下で有料

制が導入されているのは、見ていただきましたら分かりますように、相楽東部

を除いては全部、京都市から北部の方ばかりなんです。したがって、南部の市

では最初ということになります。そうすると、近隣の自治体に大きな影響を与

えていきますので、そういう面から言うと、ここが有料化をすれば、他の市に

も協力していただけることもあるだろうと思います。例えば、今はもうやって

ませんけれども、京田辺市においても前の市長の時に、粗大ごみについての有

料化についてやってたんですね。これはどうしても枚方との山間部があって、

枚方に対する粗大ごみの不法投棄が多かったという苦情が枚方からきて、今は

枚方と一緒にやろうという形になって、県境を越える形の取組みを進めようと

いうことになってます。その時、提案として有料化があったんですけど、これ

も奈良市と同じように保留になってます。そういう面から言うと、初めてのケ

ースになりますので、是非ともそういうことも踏まえた上で、皆様方のご意見

をいただきたいと思います。どうぞ。 

 

大変深くなってきて苦しい議論で私も悩んでいるのですが、まず総合的なこ

とで提案させていただきます。 

まずは一般論として、審議委員さんとの雑談ということで、木津川市で有料

化になっても、その財源についてどう使うのかと。京都市さんについては以前

から、有料化の前に先ほど出ていたテーマでごみ減量の市民会議とか色んなそ

ういう、行政組織の中を含めてそういったものがありますので、今回中間報告

の中で、きつく入れてくれということで、とりわけ市民全体で取組みをする中

で、市民団体・事業者交えて組織づくりをやっていく減量施策のあり方につい

て審議していくということと、そしてごみ問題の教育とか福祉施策ですね。部

局を取り払って、政策的統合により効果的な展開を進めていくという、そうい

う中間報告に入れていただいたんですけども、この辺のものがないと、各論で

細かく出していただきましたけれども、その辺がなくて、ただ４０リットルい
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くらにするとかその辺になると、非常に苦しいと思っているんです。今、説明

を受けました№５の３ページの資料ですね、京丹後市さん有料化ということで、

燃やすごみ原単位一人１日５０８ｇということであれば、現在の木津川市の４

００何ぼやったら、有料化しても増えてるということで、その辺がどうかなと

思うんです。ただ、思うんですけども、京都市に視察に行って、やっぱり汗か

いてごみ減らそうという、そういう効果もありましたので。この間、○○委員

なんかは生ごみを出してないということで、私はそこまでいかないんですけど

も、３７年の目標ということで、現在この４０リットルぐらいのビニール袋、

これが５組、容器包装の回収が週に１回ありますけど、これが残念ながら一杯

になります。私の家につきましては。それと減量効果ということで、畑をやっ

ていますので、生ごみついてはコンポストにいってます。それから、大阪市じ

ゃないですけど、雑紙については、これは燃えるごみに出したら楽なんですけ

ど、わざわざ新聞とは別に、木津川市も作っていただいた雑紙袋、その辺の利

用も含めて、集団回収の中で出すようにしていますから、このレジ袋で、生ご

みについては木津川市内は週２回ですけども、週１回で足りるようになってま

して、相当ごみ減量してますので、皆さんが、審議委員の方、市の職員の方、

市会議員さん、並びに地域の地域町内会ですね、私以上の方も当然おられます

けれども、私みたいに一定努力されたら、相当ごみが減ると思うのでね。その

辺で各論で行かれて、一つの提案ということで、確かに何を有料化するかにつ

いては、燃えるごみその辺を努力するということで、汗かいて分別したものに

ついてまで指定袋をされると、ちょっと減量の効果が私はダウンするなと。や

っぱり有料化した後の財源をどう活かして、まち美化さんが率先して推進本部

ということでやっていく中で、また一般市民含めて、モニターでやっていこう

という、そういう機運を作らないと、各論で言われてもなかなかしんどいなと

いうことです。以上です。 

 

ありがとうございます。 

そういう面から言うと、一番減量化の効果で効くのは、ある意味では可燃ご

みじゃないかと思います。ところが、それが段々効いてくると、ごみが減れば

減るほど、今度は逆に有料化による財源が確保できなくなる、少なくなってく

るというジレンマも一つ抱えてるということ思います。その時に、いわゆる財

源を確保するという形の中で、使い道も、今○○委員がおっしゃったのは、一

つはいわゆる環境政策統合という形で、他の部局と一緒にやりましょうと、そ

のための資金だとしますと、ごみが減ってくれば、資金が確保できなくなるよ

という形ですね。したがってそういう面から言うと、財源確保の問題の中で、

いわゆるごみの更なる減量化あるいはリサイクルの、何のための資金に使うの

かどうかです。京都の場合の財源確保というのは、先ほどからありますように、

資源ごみも含めて料金を取ってますので、５０何億というすごい額が集まって

きているので、単にごみだけではなくて、温暖化まで補助金を出しております

けども、そういう面から言うと、ちょっと京都市の流れとは違う形のことを考

えておかないといけないじゃないかというような議論になると思います。そう

いう面から言うと、概況としては可燃ごみがいいんじゃないかということ。た

だし、それの基金をもって政策展開する時にどうしたらいいのかというような

問題ですね。その中での問題提起だろうと思います。 

 

ごみの有料化という中でも、有料化するしないに関わらず、現在この資料№

１を見させていただいている限り、資源ごみのところでペットボトル、古紙類、

紙パック、燃やさないごみ、ビニールプラスチック容器包装、ほとんど収集さ

れていると思うんですけれども、ちょくちょく話題になっている雑紙類ですね。

こちらの方、まあ全戸回収は難しいんじゃないかと私は思うんです。ペットボ

トルとか牛乳パックは今、拠点回収されておられると思うんですけども、そこ
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に特定の日時を設けて、雑紙回収を新たに設定されるのも如何かなと思います。

そういったことを有料化も将来的に見越しながら、市民の負担を減らすという

のも非常に大事かなと思いましたので。意外とそんなに複雑なやり方じゃなく

ても、紐で縛っていただいたりとか、そういった古紙の出し方で結構ですので、

お考えいただけたらごみ減量に少しでもお役に立てるんじゃないかと思いま

す。 

 

ごみ組成の方から見ましても、その他の古紙が含まれている。それは雑紙等

が含まれていると思いますけれども、有料化されてそういう形でごみを出して

しまうとお金を取られる。したがって雑紙を何とか減らして、指定袋から外し

てという形でやって、リサイクル誘導したらどうかと。したがってそういうも

のも含めた形での有料化もいいんだけれども、その有料化をすることをより支

援するためのリサイクルの方法として、雑紙の分別拠点回収ですね。それをも

う一つ考えることも重要じゃないかという形での制度設計をお願いしたいとい

うことになると思います。他にございますでしょうか。 

 

昨年の秋に、有料化に踏み切った市の住民の立場から申し上げますと、やは

り木津川が考えてるのは、資源化可能なごみを資源ごみに誘導するという考え

は正しいと思います。というのは、私自身がその地区でそれを体験したことに

よって、段ボールとか雑紙とかそういうものを、いわゆる可燃ごみから分別し

て出すということをかなり意識してやってますし、私が住んでるエリアで見て

も明快な差が出ています。本来、資源ごみを有効利用する本来の目的というの

は、分別促進というのに間違いなく繋がっているので、この考えに私自身とし

ては正しいという風に理解しています。ちょっと個人的意見が入りますが、以

上です。 

 

そういう面から言うと、我々が確認している４つの視点の中の『経済的イン

センティブによる排出抑制効果』という中に、更なる排出抑制あるいはリサイ

クル効果を高めるためにリサイクルをもう少し考えて、有料化に対する市民全

体の負担の軽減を考慮すべきだという形の視点というのがもう一つ重要ではな

いかという形だろうと思います。 

 

この会議が始まる時、最初に指摘があった事項ついてなんですけども、№２

の意見募集結果の概要というところで、このまま出しちゃうというのはどうな

んですかね。せっかく色々議論してきたのにですね、結果においてパブリック

コメントは３件でしたというだけの意見で良いんでしょうかね。文章を読んで

ますと、『更なる家庭ごみの減量施策については、特に生ごみを対象とした実践

的な取組みや農業関係者をはじめとした関係機関との連携などのご意見をいた

だきました。また、意識啓発取り分け環境教育の推進という観点から、公共施

設のハード面、あるいは教育機関や地域団体に対するソフト面の充実が必要で

あるという内容でありました。』とあるんですけども、これ３名しかないという。

平成２６年の世帯で言うと２７，３４１世帯ですよ。住民の７２，７４７人の

中でたった３名だけの意見でこれを取りまとめて。パルリックコメントの条例

があるからそれに従って出しましたよということだけであって、パブリックコ

メントで募集した意見ですよと言い切れるかなという、非常に危ないじゃない

ですか。これ議論になった時に、あなたどんな方法でこの伝達したんですかと

言われた時に、例えば教育関係ならＰＴＡ、あるいは地域の自治体に対しては

どのくらいという具体的な、それがどのくらいの方にこの話を浸透させて、そ

してその意見をもらったかというのを併せてやっていかないと、下手に突っ込

まれたら、滅茶苦茶になっちゃうんじゃないですか。気を付けないといけない

んじゃないかと、そういう気がしますけど。 
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確かにいわゆる市民の関心を得る、市民レベルの意識の問題でもあるわけで

すけども、パブリックコメントをもう少し充実させていかないと、途中で有料

化がある程度方針として議会を通ってということであれば、毎回言ってますよ

うに行政が余程の力を入れて、京都市でも強調されたと思いますけど、１ヶ月

ぐらいは職員が全部拠点のところに行って指導するというぐらいの、その時は

確か部長以下が京都市ではやったと思いますけれども、そういう覚悟の問題も

一つありますし。そういう面から言うと、まさに根本のところでなかなか市民

の本音のところをいただいてないので、まだ理解不足のところがある可能性も

あるという形のご指摘だろうと思います。これは追々、有料化に向けての議論

をどうやって進めていくかという形の中での、市がどういう風に広報していく

かという問題にもなってくると思います。まだまだそういう面から言うと、パ

ブリックコメントにもありましたように、市の広報の仕方がなかなか上手くい

ってないんじゃないのと。これはこの審議会の中でも、度々広報のあり方につ

いてはご意見いただいていると思いますけれども、ここにも関わってくる問題

だと思います。導入するのは、ある意味で手続き上、そういう形の中でやって

いくにしましても、最後の場合、果たして市民がそれを理解をした上で協力し

ていただく方向へ持って行かなくちゃいけない。言い換えると、先ほど言った

ように、木津川市の特殊な事情として、いわゆる清掃工場ができるその人たち

に今も精神的な負担をかけているんだよと。それを軽減するためには、これは

止むを得ないという形の中でごみを減らしましょうという形まで皆さんが意識

を持ってもらえるかですね。いや、清掃工場ができたのだから市の全体として

は、ごみを出しても構わないというような形になってしまうと、非常にこれか

らのごみ情勢を考えていく上における市民としては問題があるだろうと思いま

すので、そういうところも含めてやはり、行政にとっては清掃工場ができるの

でホッとしているところはあると思いますけれども、まさにこれを市民に理解

させるという形のものも重要だろうと思います。そういう面での努力から言う

と、そこの点も少し、これは有料化とは別個に、もう一つやはり最初に指摘し

ましたように考えてもらわないといけないかも知れませんね。他にございます

でしょうか。 

 

私も木津川市最初の有料化として可燃ごみというのは歓迎で、ごみを減らす

ために有効だとは思うんです。会長がおっしゃられていたように、越境のごみ

なんですけど、逆に言うと、現実の問題、奈良市だったりとか、周りの資源ご

みの方も有料のところがありますよね。粗大ごみとか。そういうごみを木津川

市ではまだタダだからということで、うちに捨ててあげるわということで越境

してきてるごみは既にあります。なので、そういうことも周りの自治体の有料

化がどうなっているかというのをもうちょっと調べてもらって、お互いに越境

しないようにしなきゃいけないのと、それも市民教育だと思うんです。うちタ

ダやからと言う人は税金で払っているんですよと言ったって通じないので、や

っぱり有料化すると言う以上、本当に皆のごみはただ燃やしてもらっているな

というのが普通の市民の感覚だと思うので、本当に丁寧な広報をお願いしたい

と思います。 

もう一つ、何度か出てますけれども、オムツですね。老人になると、どうし

ても増えてきますが。うちにペットの猫もいるのですが、それも高齢化すると

おしっこが多くなって。動物でもそうなので、人間だったら大変だろうと思い

ますので、そういう高齢者対策はもう何度も何度もよく考えてもらいたいなと

思います。 

 

一つは、不法投棄の問題という中に、そういう越境ごみの問題を考えないと

いけない。これは越境ごみだけじゃなくて、以前に奈良市の方で会長をやって
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事 務 局 

 

いた時に、奈良市が無料で市民にコンポストをするための容器を差し上げます

よと。そしてモニタリングをその後導入したんですけれども、それをしなかっ

たら奈良市に住まれている方がおっしゃるに、天理の方から頼まれて、タダだ

からといってもらわれて、その人じゃなくて天理の方へコンポストの容器が行

って、そこでごみの減量化をしていたというような事例がありまして、日本全

体から言うと減ったということになるのかも知れませんけど、ちょっと施策的

にちょっと違うなと。そのために１年間はやられてることに対して、何らかの

形でレポートを書いてもらおうと、写真を撮って自分の所でやってるかどうか

と、そういうこともやらなくちゃいけない時代になってますので、そういう面

から言うと、越境ごみについては、特に周辺地域、それから駅とか人が通過す

る便利なところに捨てられますので、そこのところの関心を含めて、かなり行

政が頑張らなければいけませんので、そこのところの対策も必要ではないかと

いうことだろうと思います。ですから、不法投棄って、単なる今までのように

山間部に捨てられるというだけの話ではないという形ですね。 

ここに示されているような形での中で言うと、そういう基本的な考え方以外

に、そういう検討すべきことについてご指摘をいただきました。ちょっと時間

も過ぎておりますので、次回またこの議論の引き続きはやっていけるだろうと

思いますので、今回はこれで終了させていただきたいと思います。皆様方のご

意見ありがとうございました。行政も参考にしながら更なる提案をしていただ

けたらと思います。そうしたら次回の審議会の予定等も含めて事務局の方へ進

行を移させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

事務局挨拶省略 

 

 

以上 

 

そ の 他 
特記事項 

 

特になし 

 

署 名 欄 

 

木津川市廃棄物減量等推進審議会 議長               ○印  

 

 

                                 ○印  

 

 


